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写真：金山寺味噌づくりの“お手本”を真剣な

眼差しで見つめる児童たち 

・郷土に伝わる食文化に触れることで、興味関心と理解を深める。

・先人によって培われてきた食文化を大切に継承しようとする態度を育てる。

・調理加工から食品の栄養や特質を知り、保存食としての価値を知る。

授業当日は、味噌づくりをされている久保氏（久保味噌本舗）から金山寺味噌の歴史や加工方法

について説明を受けた後、食材を刻んだり、大豆をつぶ

したり、麹と混ぜたりといった作業を分担して進めてい

った。樽に詰めた味噌の原料は、秋までの熟成期間中を

久保味噌本舗にて預かっていただいた。完成した金山寺

味噌は個包装してラベルが添付された状態で児童に提供

され、それぞれ持ち帰って家庭で試食することができた。

このような「食の体験」から、今まで見て聞いて食し

て知ってはいたが十分に感じ取れなかった部分を、より

リアルに感じるとることができたと考えられる。味噌づ

くりをされている久保氏（久保味噌本舗）から“ほんま

もん体験”である「金山寺味噌づくり」を学ぶ子どもた

ちの眼差しは、真剣そのものであった。特に、麹の話に

興味をもったり、夏野菜の食材と加工時期の関係性にも驚いたりしていた。また、金山寺味噌の歴

史を知ることで、和歌山県の由良町が発祥の地であること、醤油の起源が金山寺味噌から湧き出た

エキス分であることも知ることができた。自分たちで調理加工するという体験はその過程でフルに

五感を生かして食材の特徴を知ることになり、その出来上がりがより美味しいものとなり、愛着の

ある金山寺味噌へと変容するものだと感じた。

アンケート調査によると、金山寺味噌を、食べたことがあるという児童は 名中 名、食べた

ことがない児童は 名であった。金山寺味噌が家庭にあると回答した児童は 名、無いと回答し

た児童は 名だった。和歌山県の特産品であるが、各家庭にはあまり浸透していない食材であると

考えられる。

以下に、児童の感想を抜粋して紹介する。

・ちょっと臭かったけど、いい匂いにも感じた。

・熟成させるのに２ヶ月もかかって美味しくなることを知った。

・一番驚いたのは、麹のにおいです。二番目は、昔から金山寺みそがあったということです。

・家でも今日の金山寺みそづくりの話をしたいと思います。

・先人の知恵がつまった金山寺みそを今度は食べてみたいと思いました。

・鎌倉時代から作られている和歌山の大切な金山寺みそなんだなぁと思いました。

・私は、見たことも食べたこともあるけど、材料とか知らなかったから、知れて良かった。

・作ってみて、こんなに手間や時間を使っていることが分かりました。ありがたく頂きました。

金山寺みそは、初めて茶がゆを作って食べてみたり、キュウリにつけて食べてみました。

・「私たちがつくっても、おいしくなるのかな」と思っていましたが、できあがった金山寺みそ

を家に帰って家族で食べるとすごくおいしかったです。お母さんは「無添加だから安心ね」

と言っていて、お父さんは「金山寺みそはおいしいよ」と言っていました。私も、この金山

寺みそならご飯がすすみます！

．おわりに

味噌作りの出前授業については連携した 校のうち、一部の実施にとどまった。今後の課題とし

て、実施回数の拡大や時期の調整が挙げられる。

本報告書作成時点以後も今年度の取組が継続しており、１月下旬に金山寺味噌を使った給食メニ

ューを提供し、あわせて金山寺味噌についての授業を給食指導として行い、児童を対象としたアン

ケートによってその成果と課題を把握する予定である。
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附属三校と大学教員(スクールカウンセラー)が協働した教育相談体制の取組

和歌山大学教育学部：衣斐哲臣(研究代表者)､寺川剛央､永沼理善､今村律子､矢野勝､

林 修、藤田絵理子(附属三校教育相談コーディネータｰ)

和歌山大学教育学部附属小学校：中井章博､市川哲哉､内垣美佳

和歌山大学教育学部附属中学校：福田修武､上原一弥､谷口英司

和歌山大学教育学部附属特別支援学校：井川勝利､一ツ田啓之､小林 史

1. はじめに～附属三校における教育相談体制

和歌山大学教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校の附属三校には、これまで教育

相談ならびにスクールカウンセリング領域を担う役割として、管理職の下に各校内コーデ

ィネーター教諭の他、各学校の相談ケースに応じるとともに学校間の連携を図る役割を担

う三校教育相談コーディネーター(三校 Co と略)が１名、そして非常勤のスクールカウン

セラー（SC と略)が 2 名(小、中に各１)、主に相談室を担当する学力向上支援員１名(中

学校)が配置されてきた。そこへ、今年度から大学教員(児童福祉および臨床心理が専門。

教職大学院教授)が三校のスクールカウンセラー(三校 SCと略)として参画した(図 1)。
三校 SC は、今年度は月に２回、半日枠で小中学校における個別のケース相談を中心に

活動した。時間的にも機能的に

も限りはあったが、学校組織に

新たに SC が加わり、SC の専門

性や存在を活かそうとする学校

サイドの積極的な姿勢があるこ

とにより教育相談機能は活性化

する。本報告では、大学教員と

協働した附属三校の教育相談体

制を整理するとともに、SC の活

動内容やその効用および今後の

展望について言及する。

2. 校務分掌およびチーム学校

学校における校務分掌は、学校教育の目標を実現するため、教職員が学校運営に必要な

校務を協力体制で進めていくための役割分担である。学校システムを機能させるための中

心構造の一つであり、分掌体制が機能的に相互連関することで、児童生徒の教育および成

長・自立もより促進される。教育相談体制もその分掌組織の一部として位置づけられる。

2016 年 12 月の中央教育審議会答申では「チームとしての学校」として新たな教育への

対応と今後の学校組織の在り方が示された(図 2)。とくに、いじめ・不登校、特別支援教

育、貧困問題への対応など学校に求められる役割が拡大していることから、SC やスクー

ルソーシャルワーカー(SSW)など専門スタッフを参画させた取組である。

図1 附属三校教育相談体制

三校教育相談コーディネーター

小学校 中学校 特別支援学校

校長

教頭

副校長

教諭

養護教諭

校内コーディ
ネーター教諭

三校スクールカウンセラー（大学教員）

SC SC

校長

教頭

副校長

教諭

養護教諭

校内コーディ
ネーター教諭

校長

教頭

副校長

教諭

養護教諭

校内コーディ
ネーター教諭

支援員

子
保護者

子
保護者

子
保護者



─ 152 ─

- 2 -

校務分掌およびチーム学校は、いずれも

校長のリーダーシップの下、カリキュラム、

日々の教育活動、学校の資源が一体的にマ

ネジメントされ、教職員や学校内の多様な

人材が、それぞれの専門性を生かして能力

を発揮し、子どもたちに必要な資質・能力

を確実に身に付けさせることができる学校

をめざすものである。

現在、附属三校には福祉の専門家である

SSW は配置されていないが、現任の三校 Co
と三校 SC は、長年の児童福祉および医療心理領域の実務歴を有している。また、今年度

配置の小学校 SC は言語聴覚士として言語発達面の遅れや障害に伴う相談を担当してい

る。中学校配置の SC のうち１名は、臨床心理士と社会福祉士資格を有し、１名は精神保

健福祉士である。このように、現員体制で比較的広い範囲の専門領域がカバーされており、

各スタッフの人的つながりで必要に応じた外部機関への連携も比較的スムーズに行われて

いる。とくに三校 Co は常勤職として、3 つの学校のその時々のニーズに応じて集中的に

関わりながら、均等に巡回し各種相談に対応している。

3. 三校スクールカウンセラーの活動内容

3.1. 現在の立場～「第三者性」「外部性」の利点

大学教員である三校 SCは、大学では教職大学院の現職教員を対象とした「学校改善マネジメ

ントコース」を主に担当している。小中学校現場で10年以上の教職経験を経た教員が、大学院生

として、自らの実践をふり返りつつ新たにミドルリーダーの学びを得るための２年間を送るコースで

ある。当コースでは一方通行ではなく院生や教員相互の対話を重んじた授業が行われるほか、院

生の現任校の現状報告や訪問を通して学校現場の課題に取り組んでいる。いずれの学校も多少

の違いはあれ生徒指導や教育相談の課題を抱えている。その一端を、事例検討の授業や個別

指導において対話的に扱う。この事例検討は、 SCにおけるコンサルテーションと類似である。

学校組織および教職員にとって、外部から入る SC は第三者の立場にある。いわゆる「第三者

性」と「外部性」の利点が挙げられる。一つは専門性の違いである。教職経験とは異なる児童福祉

および臨床心理からの対人援助視点は、別の見方を提供し新たな展開に導く。あるいは、大学教

員の肩書きや過去の経歴は、光背効果を生み信頼性と専門性を担保できる利点がある（もちろ

ん、それが有名無実で役に立たなければ意味はなく、むしろ弊害にもなる）。

そして外部 SC は、教職員に対し拘束力や強制力を発揮しない立場にある。これも利点と言え

る。命令系統の指示や助言であれば従属や拘束が伴うが、 SC の助言にはそれがない。助言を

受けた者は、極端に言えば自分が納得したものだけを取り入れればよい。この関係性は、「スー

パービジョン」よりも「コンサルテーション」として機能する。つまり、前者は同職種のベテランと若手

あるいは同職場の上司と部下の関係性にある者が教育的に行う機能である。それに対し、後者の

「コンサルテーション」は、異職種間あるいは対等な関係性にある者が援助や助言を行う機能であ

る。もちろん、役立つコンサルテーションを行うための技術やコツは専門家としての責務である。

また、児童生徒や保護者へのカウンセリングも、成績評価や利害関係からフリーな立場にある

図2 チームとしての学校（中教審答申,2016より）
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外部 SCだからこそ利用しやすいという利点であろう。

3.2. 活動内容

平成７年度に始まった文部科学省の小・中学校及び高等学校の一部への SC 派遣事業

は、不登校・いじめ問題・発達障害・家庭内の問題など幅広い相談内容に応じ、その有効

性と需要増を反映して年々発展し、平成 30 年度には公立小中学校への全校配置を打ち出

すまでに進んだ。その勤務形態や方針はさまざまだが、概ね SC が担う活動内容を表１に

示した。この項目ごとに、今年度の三校 SC の活動について以下に述べる。なお、今年度は

月に２回、午前中の５０分×３枠を原則に、主に小学校の保護者宛に SC 利用を案内し、中学校

および特別支援学校での相談は教職員からの依頼による利用の仕方であった。４月から１月初め

までに対象となった相談ケースは２０名ほどであった。

①児童生徒への直接カウンセリングは、小学

校を主に対象としたことと、授業中の午前枠であ

ったこともあり、ニーズはほとんどなかった。児童

生徒の相談ニーズは高学年から中学になるに

つれ増加する。中学生徒への呼びかけや相談

室利用の生徒に働きかけることによって、 SC と

のつながりは増えると予想される。

②今年度は、保護者への個別カウンセリング

ケースが最も多かった。子どもの成長に伴う親の心配や悩みが、共通する相談ニーズである。とく

に小学校低学年の親にとって、学校という集団生活への我が子の適応ぶりは気になるところであ

る。中高学年になると、学級内の対人関係、不登校、身体反応などを主訴に来談する。母親の話

をじっくり聞かせてもらう形が多かった。深刻度は高くなくても、保護者にとって、子どもの成長や

子どもとの関係を再確認し親としての関わりに自信をもてる機会となれば幸いである。 SC はそれ

を肯定し支持する。

③教職員に対するコンサルテーションも、保護者と同様に、エンパワメントとサポート

(支持)が基本である。管理職、学級担任、養護教諭、相談室支援員、そして三校 Co らと

のやりとりを多く行った。教室を巡回し児童の様子を参観したり、相談室を利用する生徒と会

話したりしたうえで、教職員と対話すると共有感は高まる。短時間の立ち話から時間設定した相談

まで形態を問わず、教職員の業務が遂行しやすくなることを大事にする。

④ケース検討およびケースマネジメントにおける助言は、教職員へのコンサルテーションと重な

るが、ここではとくに教育相談体制のなかに位置づけられる活動を指す。附属三校にはそれぞれ

校内支援委員会が設置されている。附属小学校で言えば、子ども支援部の中に位置づけられて

いる。その役割は、a)特別な支援を必要としている子どもの実態把握と対応検討（ケース会議）、b)

定期的な報告を受け継続対応有無の判断や対応の見直しの検討、である。ケース会議を通じ

て、子どもや保護者への対応の方向性や方針を決めると同時に、ケース理解のポイントや対応の

ノウハウを学びあう。

定期開催のケース会議のほか、緊急対応もしくは重要案件が生じた場合に招集される。今年

度は、小学校だけでなく中学校および特別支援学校でのケース会議に参加した。ケース会議に

おける SC の専門性は、会議を主導したりスーパーバイズしたりするものではなく、参加者の意見

表１ スクールカウンセラーの活動内容

① 児童生徒に対するカウンセリング
• 不登校・いじめ・非行･問題行動・虐待・発達障害特徴
など、学校への適応に困難が生じている場合

• ストレス・マネジメントなど、予防的心理教育的活動

② 保護者に対するカウンセリング

③ 教職員へのコンサルテーション
• 管理職・学級担任・養護教諭・相談室支援員など

④ ケース検討およびケースマネジメントでの助言

⑤ 教職員への研修活動

⑥ 校内体制の機能向上に向けた協議
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を聞き対話に参加しファシリテートすることで、よりよい影響力を与えるものと考える。

⑤教職員への研修活動は今年度は行われなかった。

⑥校内体制の機能向上に向けた協議は、初めて参画した三校 SC にとっての重要課題で

ある。三校 Co も所属は大学(特任助教)にあって、附属三校の教育相談体制を教職員とは

異なる視点から俯瞰できる立場にある。三校の校内を巡回し、多くの児童生徒と顔と名前

の一致する関係を気づき、教職員と連携し信頼を得ている。そこに SC も仲間入りし対話

のある教育相談体制として機能する。三校 Co にとっても、学校の様子や個別ケースを把

握した SC(＝大学教員)からの即時コンサルテーションが得られ、業務における心理的安

心感が増す。このような関係性のうえに構築される校内体制は活性化する。

その体制の一つに、附属三校のコーディネーターの会がある(図３)。メンバーは、三校

の校内教頭、特別支援教育および教育相談担当コーディネーター、中学の学力向上支援員、

三校 Co、そして三校 SC が加わった。各学校の近況と取組が共有され、最新のトピック

スなど情報交換を行う。現状では、

教育相談の対象となるケースは中学

校に多いが、多忙等を理由に、特別

なケースを除き十分に検討されるこ

となく過ぎたり、相談室や保健室の

利用が常態化したりして、次への手

立てが十分に図られないこともある。

特別支援学校においても同様なケー

スがある。出てきた問題点の改善に

努めると同時に、各校の効果的な取

組を共有し拡大する発信の場になる。

4．今後の展望

SC として学校現場に入り、教育相談領域における附属学校と大学との連携・協働の試

みをふり返った。教科指導においても対話が重視されるように、教育相談における対話は、

問題の解消や次への活力を生む。ある保護者が何回目かのカウンセリング場面で、笑いな

がら「先生は私の言うこと、肯定しかしないから‥」と言った。〈そんなことないけどな

～〉と否定しつつ、〈そうですね、否定からはあまり元気が生まれないからやっぱりおっ

しゃる通りです〉と肯定した。人間関係上のトラブルや困りごとに対し、否定しない対話

を続けると新たなストーリーが生まれることを経験する。無論、外部 SC 一人でできるこ

とは限られる。冒頭に述べたように、SC の専門性や存在を活かそうとする学校サイドの

肯定的で積極的な姿勢があることにより教育相談機能は活性化する。

今年度は小学校中心の活動であったが、中学校ならびに特別支援学校にもニーズは多く、

できるだけ効率のよい相談体制を組むことが望まれる。児童生徒や保護者への個別対応の

ほか、コンサルテーションやケース会議を通して、個々の教職員がうまく支援できた体験

を支援モデルとして内在化できるとよい。子どもの成長と共に、保護者や教職員も成長し

学び続けられる、そんな取組を展開できればと考える。

図３ 附属三校コーディネーターの会
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中学校特別支援学級における音楽療法的視点を取り入れた

「自立活動」の展開

有田川町立八幡中学校：河島幸子

有田川町立吉備中学校：松本久三 南川雄星

和歌山大学教育学部 ：上野智子・菅 道子・山﨑由可里

【研究の趣旨】

本取り組みは、音楽療法的視点を取り入れた自立活動での取り組みをとおして、特別支援学級における

授業づくりの可能性や支援あり方について大学教員と公立学校教員の連携によって実践・検証しようと

するものであり、2013(平成 25)年度より継続して行っている。

本取り組みのきっかけとなった特別支援学級の生徒達は、それぞれの障害の特性や発達の遅れ、生徒自

身の障害受容の困難さなどから、学習面での躓きや通常学級の生徒らとの対人関係などに問題を抱え、

中学校生活に馴染めずにいた。このような状況に対して当時の担任（河島）は、学習面の問題を解決する

以前に、生き生きとした「学校生活を送るための基盤」づくりが何よりも大切であると感じていた。担任

によれば、「学校生活を送るための基盤」とは、自己肯定感や心理的安定、自己表現、仲間づくりなどを

指す。このことを、作物を育てる際に重要となる土づくりに例えて「心の耕し」と表現した。そして生徒

たちが音楽を好んでいたことから、音楽を用いて「心の耕し」ができるのではないかと考え、本取り組み

が開始された。筆者らは、生徒たちが音楽に興味をもっていること、そして心のケア＝「心の耕し」を目

的のひとつに含む音楽療法に着目し、その理論と技法を援用した音楽活動を「自立活動」において考案・

実施することにした。

「自立活動」は、「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的

に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う

ことを目的とした特別支援教育の指導領域の一つである。本取り組みを「自立活動」で行った理由とし

て、「自立活動」で示されている 6 区分 27 項目と音楽療法における音楽の機能において共通点が多いこ

と、さらに本活動の目的である「心の耕し」とも合致しているが挙げられる。以上より、「自立活動」に

おいて音楽療法の考え方や手法を取り入れた音楽活動を実施した本取り組みは、通称「音楽の時間」と呼

ばれるようになった。「音楽の時間」では、オープニング、クールダウン、エンディングといった固定さ

れた活動の間に、歌唱、創作、身体表現、合奏など生徒たちが自由に選択できる活動を設定している。そ

して、音楽療法実践においても重視される以下の 5 点①この場において必要不可欠な存在としての「個

人の承認」、②生徒や教員としてではなく一人の表現者としての「対等な関係性」、③一人ひとりの「『い

ま・ここ（here and now）』の表現の重視」、④生徒の日々の様子やそれまでの「音楽の時間」での様子な

どの背景を踏まえた「生徒一人ひとりへの配慮」、⑤非言語的な関わりを促す「音楽によるコミュニケー

ション」を音楽療法的視点とし、活動を考案・実践する際には留意している。また、活動に適切な楽器や

楽曲の選択、模倣や即興の多用、表現するタイミングや表現しないことの尊重なども音楽療法の手法や

考え方から援用している。


